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事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 筋規○
にヽつて!i lた る

京都市南区吉祥院鳴出在家町31
鳴本運輸株式会社

代表取締役 鳴 本 勇 次郎

京都府地球温比イヒ対策条例第 18粂算 1項 (第18粂第2項  街 18粂第3項)の 規庁によ り塀出 します_

特定事業者の

主たる業種

丁当する事業

者要件

″

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換
算 して1)500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模連送事業者 (トラック又
はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸|ヒ炭素に換算して3000ト ン以上))

計 画 期 間 平成 1ヽ 年 4 月 20  年 3 月

基 本 方 |々 環境進行を実施 し温室効果ガス削減 目標選成

推 進 体 常J 最高貢任者 ・推進責任看 ・各営業所に推進者 1名 選任する

年度 ごとの具
体的な取組及
び措置

年 唐 設備  対 象、工程等 計 画 内 容
17～ 19 草輌設備 “【公ⅢⅢ tt人 午 い,30■代挙i卜W

t 事業所増設 21'行 1理i設 (仮眠と好)に よる然1'ⅢⅢ泣

省エネ対策 アイ ドツングストッブ 推 折速度の励イ1(な た辻 急 ll述 急 ブレーキ)

社員教育 毎テ〕の勉ぢよ会 (,“冊 F定)に て来拷ri析半

温三効果 ガス

の排 出量等 排出区分
基準年度 (実積 ,

( 16 )年 度
(工骸1ヒ決抹換舛 (t)メ

日際年度 (計回)

( 19 )年 度
〈in41ヒ快末換"(t))

自J賜羊

(計画 )
(%)

A事 業所等排出区分 198 45 t 190 02  t -4 2 %

B輸 送車両排出区分 14574 63 t 11798 655 t -190 %

Cそ の他排出区分 t t %

排出合計 ▼1            14,773 0S  t 2          11,988 68 t -188 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

/

取組量等 (二腋rヒ炭ィ換算 (1))

森林の保全及び整備 (■lt in■() 1,そt (扱Jk&) t

府内産の本材の利用 (利】」1り (ll減地) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(売tよ ) ttullt:t) t

(外1■給 it) CJ (HJtt tt) t

グリーン電力の購入 (費い人5【) mu減 ■) t

削減量等合計 t

差引排出量

則ⅢⅢ合言トー‖H波拝合言卜)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

米1            14 773 08  t (とり…ⅢⅢ)       1lj988 6S t -lS 8 %

特 記 事 項

連  絡   先

担 当 者 氏 名

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ ツ 番 号

,1 1「オ町」
~る

□には レコjを記入してください 特定Ⅲ米子以外で山卜参加さ,■る■紫イの方!i レ,jの記入は不要です.

2「 氷lt年度」とlii卜ⅢⅢ期い,のIttl_を fl楳 午岐jヨ i,「Ⅲi蜘いの■終午げをいいます。

3「 Ⅲた所年,卜H‖く分Jと ,i パ何り付内のi,f米
所年のⅢ米i,Ilのためのエネルギーのltア|にイトいた4二する泣■効果ガスを 「輸xtr Ⅲr,,卜ⅢⅢてク〉Jと

lt 山動■逆とⅢ米十についてti姓"〕の本処のlt破をな称lr内とするⅢ「iのりけ町するヤiこ生切夕ヽガスを 鉄 jと'r猪子についてはllイfする!そ物1,げ|(
1■旅/4 ⅢⅢiのりHlr,る出it Jl央ガスを 「そのlL'H“て分Jと , L記 以外の,t打"付内におけるJr米所年の十米lr動にイトい発4モする祉4i切米ガス
をいいます.

J「 付祀:〕r班Jに !t 平成2年14(19904:■ )を あtiいとしたfJl litの対ltやエネルギー】(ltF'C02りい11【 作エネ製品開企など他杵の拡lHtう米
ガスj41 lⅢⅢ〉【へのriは、グッーン,llとの採川 Ⅲ せフロンなどの条例す,t外サ)林it Fpl火ガスの削減などを担入してください.


